
第１４号議案 

   足立区職員の旅費に関する条例等の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  平成２３年２月２２日 

            提出者 足立区長  近 藤 弥 生 

 

 （足立区職員の旅費に関する条例の一部改正） 

第１条 足立区職員の旅費に関する条例（昭和５０年足立区条例第１４

号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第１項中第６号を第７号とし、第５号の次に次の１号を加え

る。 

  （６） 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職

員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の本拠地となる

地に旅行することをいう。 

  第２条第１項に次の１号を加える。 

  （８） 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族を

いう。 

  第２条第２項を次のように改める。 

 ２ この条例において「何々地」という場合には、市町村の地域（特

別区の存する区域にあつてはその全地域）をいい、外国にあつては、

これに準ずる地域をいうものとする。ただし、「近接地」という場合

には、人事委員会と協議して規則で定める地域をいうものとする。 

  第２条第３項を削る。 

  第３条第２項を次のように改める。 

 ２ 職員又はその遺族が、次の各号のいずれかに該当する場合には、そ

れぞれ当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。 

  （１） 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職、失



職又は休職（以下「退職等」という。）となつた場合（当該退

職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。）には、当該職員 

  （２） 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合に

は、当該職員の遺族 

  （３） 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族

がその死亡の日の翌日から３月以内にその居住地を出発して

帰住したときは、当該遺族 

  （４） 職員が出張のための外国旅行中に退職等となつた場合（当

該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。）には、当該

職員 

  （５） 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合には、当該

職員の遺族 

  第３条第５項中「から第３項まで」を「、第２項及び第４項」に改

め、同項を同条第６項とし、同条第４項中「から前項まで」を「、第

２項及び前項」に改め、同項を同条第５項とし、同条中第３項を第４

項とし、第２項の次に次の１項を加える。 

 ３ 職員が前項第１号又は第４号の規定に該当する場合において、地

方公務員法第１６条第２号から第５号まで、若しくは第２９条第１

項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となつた

場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支

給しない。 

  第４条第１項第２号中「前条第３項」を「前条第４項」に改める。 

  第６条第１項中「日当」を「旅行雑費」に、「支度料及び旅行雑費」

を「渡航手数料及び死亡手当」に改め、同条第６項中「日当」を「旅

行雑費」に改め、同条第７項中「定額」の次に「の範囲内の実費額」

を加え、同条第１２項及び第１３項を次のように改める。 

 １２ 渡航手数料は、外国への出張に伴う雑費について、実費額によ

り支給する。 



 １３ 死亡手当は、第３条第２項第５号の規定に該当する場合につい

て、定額により支給する。 

  第９条第１項中「第２条第３項」を「第２条第２項」に、「日当」

を「旅行雑費」に改める。 

  第１１条中「日当又は宿泊料について（扶養親族移転料のうちこれ

らの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。）」を「旅

行雑費」に、「定額による日当又は宿泊料」を「定額による旅行雑費」

に改める。 

  第１２条を次のように改める。 

 第１２条 削除 

  第１３条の２の見出し中「清算」を「精算」に改め、同条第１項中

「清算」を「精算」に、「清算書」を「精算書」に改め、同条第２項

及び第３項中「清算」を「精算」に改め、同条第４項中「清算書」を

「精算書」に改める。 

  第１４条中第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の次

に次の１号を加える。 

  （２） 公務上の緊急の必要その他やむを得ない事情により通信費

を要した場合には、別表第１の旅行雑費定額 

  第１６条中「日当」を「旅行雑費」に改める。 

  第２１条の見出しを「（旅行雑費）」に改め、同条第１項中「日当」

を「旅行雑費」に改め、同条第２項及び第３項を削る。 

  第２２条第１項中「宿泊先の区分に応じた別表第１の定額」を「別

表第１の定額の範囲内の実費額」に改める。 

  第２３条第２項中「又は」を削り、「要しないが食費を要する場合」

の次に「、又は宿泊料を要するがその宿泊料に食事代が含まれない場

合」を加える。 

  第２５条中「日当」を「旅行雑費」に改め、「赴任に伴い住所又は

居所を移転した地の存する地域の区分に応じた」を削る。 



  第２６条第１項第１号ア及びウ中「日当、」を削る。 

  第２７条を次のように改める。 

  （退職者等の旅費） 

 第２７条 第３条第２項第１号の規定により支給する旅費は、次に規

定する旅費とする。 

  （１） 職員が出張中に退職等となつた場合には、次に規定する旅

費 

     ア 退職等となつた日（以下「退職等の日」という。）にいた

地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となつた

事実の発生を知つた日（以下「退職等を知つた日」という。）

にいた地までの旅費 

     イ 退職等を知つた日の翌日から３月以内に出発して当該退

職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算

した退職等を知つた日にいた地から旧在勤地までの旅費 

  （２） 職員が赴任中に退職等となつた場合には、赴任の例に準じ、 

     かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計

算した旅費 

  第２７条の次に次の１条を加える。 

  （遺族の旅費） 

 第２７条の２ 第３条第２項第２号の規定により支給する旅費は、次

に規定する旅費とする。 

  （１） 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から居住地まで

の往復に要する旅費 

  （２） 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算

した死亡地から新在勤地までの旅費 

 ２ 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第２条第１項

第８号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先

にする。 



 ３ 第３条第２項第３号の規定により支給する旅費は、第２６条第１

項第１号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、

船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を

命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるもの

とする。 

  第２８条中「日当」を「旅行雑費」に改める。 

  第２９条第１号中「次に規定する運賃の範囲内で任命権者が定める」 

 を「最上級の直近下位の級の」に改め、同号ア及びイを削る。 

  第３０条第１号イ中「６級以上の職務にある者については最上級の直

近下位の級の運賃、５級以下の職務にある者については６級以上の職務

にある者について定める運賃の直近」を「最上級の２階級」に改め、同

号ウ中「６級以上の職務にある者については中級の運賃、５級以下の職

務にある者については」を削る。 

  第３２条の見出し中「日当」を「旅行雑費」に改め、同条第１項中

「日当及び宿泊料」を「旅行雑費」に改め、同条第３項中「第２１条

第２項及び第３項、」を削り、「並びに」を「及び」に改め、「日当、」

を削り、同項を同条第４項とし、同条中第２項を第３項とし、第１項

の次に次の１項を加える。 

 ２ 宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表第２の定額の範囲内の

実費額による。 

  第３３条を次のように改める。 

 第３３条 削除 

  第３４条の見出しを「（渡航手数料）」に改め、同条中「旅行雑費」

を「渡航手数料」に改め、「空港旅客サービス施設使用料」の次に「、

旅客保安サービス料」を加える。 

  第３５条及び第３６条を次のように改める。 

  （死亡手当） 

 第３５条 死亡手当の額は、第３条第２項第５号の規定に該当する場



合（死亡地が本邦である場合を除く。）には、別表第２の定額による。 

 ２ 職員が第３条第２項第５号の規定に該当し、かつ、その死亡地が

本邦である場合において同号の規定により支給する死亡手当の額は、

第２７条の２第１項第１号の規定に準じて計算した旅費の額による。 

 ３ 遺族が前２項に規定する死亡手当の支給を受ける順位は、第２７

条の２第２項の規定を準用する。 

  （外国の同一地域内旅行の旅費） 

 第３６条 外国の同一地域内における旅行の旅費については、鉄道賃、

船賃及び車賃は、支給しない。ただし、公務上の必要又は天災その

他やむを得ない事情により、鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、

その実費額が、当該旅行について支給される旅行雑費に相当する額

を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、

船賃又は車賃を支給する。 

  第３６条の次に次の１条を加える。 

  （退職者等の旅費） 

 第３６条の２ 第３条第２項第４号の規定により支給する旅費は、次

に規定する旅費とする。 

  （１） 退職等の日にいた地から退職等を知つた日にいた地までの

前職務相当の旅費 

  （２） 退職等を知つた日の翌日から３月以内に出発して本邦に帰

住した場合に限り、次に規定する旅費 

     ア 退職等を知つた日の翌日からその出発の前日までの退職

等を知つた日にいた地の存する地域の区分に応じた前職務

相当の旅行雑費及び宿泊料。ただし、旅行雑費については

３０日分、宿泊料については３０夜分を超えることができ

ない。 

     イ 出張の例に準じて計算した退職等を知つた日にいた地か

ら旧在勤地までの前職務相当の旅費 



 ２ 職員が第３条第２項第４号の規定に該当し、かつ、その退職等を

知つた日にいた地が本邦である場合において同号の規定により支給

する旅費は、前項の規定にかかわらず、第２７条第１号の規定に準

じて計算した旅費とする。 

 ３ 旅行命令権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、

第１項第２号に規定する期間を延長することができる。 

  別表第１（１）日当、宿泊料及び食卓料の部を次のように改める。 

  （１） 旅行雑費、宿泊料及び食卓料 

区分 旅行雑費（1 日につき） 宿泊料（１夜につき） 食卓料（１夜につき） 

支給額 １００円 １万１，８００円 ２，６００円

  別表第２を次のように改める。 

 別表第２ 外国旅行の旅費（第３２条、第３５条関係） 

  （１） 旅行雑費、宿泊料及び食卓料 

旅行雑費（１日につき） 宿泊料（１夜につき） 
区

分 
指 定

都市 

甲地方 乙地方 丙地方 指 定

都市 

甲地方 乙地方 丙地方 
食 卓 料
(１夜に
つき） 

支

給

額 

3,600

円 

3,100 円 2,500 円 2,250 円 2 万

2,500

円

1 万

8,800 円

1 万

5,100 円 

1 万 

3,500 円 

6,700 円

  備考 

   １ 指定都市とは、規則で定める都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、

欧州地域及び中近東地域として規則で定める地域のうち指定都市の地域

以外の地域で規則で定める地域をいい、丙地方とは、アジア地域（本邦を

除く。）、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として規則

で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で規則で定める地域をい

い、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域（本邦を

除く。）をいう。 

   ２ 船舶又は航空機による旅行（外国を出発した日及び外国に到着した日を

除く。）の場合における旅行雑費の額は、丙地方につき定める定額とする。 

  （２） 死亡手当 

区分 死亡手当 

支給額 ５２万円

 （足立区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正） 



第２条 足立区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和

３１年足立区条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

  第７条第３項中「日当」を「旅行雑費」に、「支度料及び旅行雑費」

を「渡航手数料及び死亡手当」に改める。 

 （足立区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償

に関する条例の一部改正） 

第３条 足立区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用

弁償に関する条例（昭和３１年足立区条例第１６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第５条第３項中「日当」を「旅行雑費」に、「支度料及び旅行雑費」 

 を「渡航手数料及び死亡手当」に改める。 

 （足立区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例の一部

改正） 

第４条 足立区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例（

昭和３９年足立区条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第２項中「日当」を「旅行雑費」に改める。 

 （足立区非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例の一部改正） 

第５条 足立区非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例（昭和３

９年足立区条例第１８号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第２項中「日当」を「旅行雑費」に改める。 

 （選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第６条 選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３４年足立区

条例第１号）の一部を次のように改正する。 

  第３条第２項中「日当」を「旅行雑費」に改める。 

 （区議会等の行う調査のため出頭する者及び公聴会に参加する者の費

用弁償条例の一部改正） 



第７条 区議会等の行う調査のため出頭する者及び公聴会に参加する者

の費用弁償条例（昭和２６年足立区条例第１４号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第２条第２項中「日当」を「旅行雑費」に、「中６級の職務にある

者相当額とする」を「の適用を受ける職員の例による」に改め、同条

第３項ただし書を削る。 

 （足立区長等の給料等に関する条例の一部改正） 

第８条 足立区長等の給料等に関する条例（昭和３１年足立区条例第１

３号）の一部を次のように改正する。 

  第２条中「別表」を「、別表第１」に改める。 

  第３条第２項を次のように改める。 

 ２ 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費、宿泊料、

食卓料、渡航手数料及び死亡手当とし、その額は、別表第２に定め

るものを除き、足立区職員の旅費に関する条例（昭和５０年足立区

条例第１４号。以下「旅費条例」という。）の適用を受ける職員の例

による。 

  別表を次のように改める。 

 別表第１（第２条関係） 

職 名 給料月額 

区長 １１０万５，０００円

副区長 区長の給料月額に０．８０２を乗じて得た額 

常勤の監査委員 区長の給料月額に０．５７３を乗じて得た額 

備考 

給料月額に１，０００円未満の端数金額があるときは、その端数金額を切り捨てる

ものとする。 

 別表第２（第３条関係） 

  （１） 鉄道賃、船賃及び外国旅行の航空賃 

区 分 支給額 

鉄道賃 

 

内国旅行 次に規定する旅客運賃、急行料金、寝台料金、特別車両料金及

び座席指定料金のそれぞれの範囲内の実費額 

（１） 旅費条例第１７条に規定する旅客運賃、急行料金、寝



    台料金及び座席指定料金 

（２） 特別車両料金を徴する客車を利用した場合には、前号

に規定する旅客運賃、急行料金、寝台料金及び座席指定

料金のほか、特別車両料金 

 

外国旅行 

 

次に規定する旅客運賃、急行料金及び寝台料金（これらのもの

に対する通行税を含む。）の範囲内の実費額 

（１） 旅客運賃の等級を３以上の階級に区分する線路による

旅行の場合には、最上級の旅客運賃 

  （２） 旅客運賃の等級を２階級に区分する線路による旅行の

場合には、上級の旅客運賃 

  （３） 旅客運賃の等級を設けない線路による旅行の場合に

は、その乗車に要する旅客運賃 

（４） 前３号に規定する旅客運賃のほか、旅費条例第２９条

第４号に規定する旅客運賃並びに同条第５号に規定する

急行料金及び寝台料金 

内国旅行 次に規定する旅客運賃（はしけ賃及び桟橋賃を含む。）、寝台料

金、特別船室料金及び座席指定料金のそれぞれの範囲内の実費

額 

（１） 乗船に要する旅客運賃（その等級を２又は３の階級に

区分する船舶による旅行の場合は、最上級の旅客運賃（最

上級の旅客運賃を更に２以上に区分する場合は、その内

の最上級の旅客運賃）） 

（２） 前号に規定する旅客運賃のほか、旅費条例第１８条第

１項に規定する寝台料金、特別船室料金及び座席指定料

金 

区長 次に規定する旅客運賃（はしけ賃及び桟橋賃を含む。）及び寝台

料金（これらのものに対する通行税を含む。）の範囲内の実費額

（１） 乗船に要する旅客運賃（その等級を２以上の階級に区

分する船舶による旅行の場合は、最上級の旅客運賃（最

上級の旅客運賃を更に２以上に区分する場合は、その内

の最上級の旅客運賃）） 

（２） 前号に規定する旅客運賃のほか、旅費条例第３０条第

３号に規定する旅客運賃及び同条第４号に規定する寝台

料金 

船賃 

外

国

旅

行 

副区長

及び常

勤の監

査委員 

次に規定する旅客運賃（はしけ賃及び桟橋賃を含む。）及び寝台

料金（これらのものに対する通行税を含む。）の範囲内の実費額

（１） 旅客運賃の等級を２以上の階級に区分する船舶による

旅行の場合は、最上級の旅客運賃とし、最上級の旅客運

賃を更に２以上に区分する船舶による旅行の場合は、次

に規定する運賃 

   ア 最上級の旅客運賃を４以上に区分する船舶による旅

行の場合は、最上級の直近下位の級の旅客運賃 

   イ 最上級の旅客運賃を３に区分する船舶による旅行の

場合は、中級の旅客運賃 

      ウ 最上級の旅客運賃を２に区分する船舶による旅行の

場合は、下級の旅客運賃 



（２） 前号に規定する旅客運賃のほか、旅費条例第３０条第

３号に規定する旅客運賃及び同条第４号に規定する寝台

料金 

区長 次に規定する旅客運賃の範囲内の実費額 

（１） 航空機の利用に要する旅客運賃（その等級を２以上の

階級に区分する航空路による旅行の場合は、最上級の旅

客運賃） 

外国旅

行の航

空賃 

 （２） 前号に規定する旅客運賃のほか、旅費条例第３１条第

１項第３号に規定する旅客運賃 

 

副区長及び

常勤の監査

委員 

次に規定する旅客運賃の範囲内の実費額 

（１） 旅客運賃の等級を３以上の階級に区分する航空路によ

る旅行の場合には、最上級の直近下位の級の旅客運賃 

（２） 旅客運賃の等級を２階級に区分する航空路による旅行

の場合には、上級の旅客運賃 

（３） 旅客運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合に

は、航空機の利用に要する旅客運賃 

（４） 前３号に規定する旅客運賃のほか、旅費条例第３１条

第１項第３号に規定する旅客運賃 

  （２） 内国旅行の宿泊料及び食卓料 

区 分 宿泊料（１夜につき） 食卓料（１夜につき） 

区長 １万４，９００円 ３，３００円

副区長及び常勤

の監査委員 
１万３，３００円 ３，０００円

  （３） 外国旅行の旅行雑費、宿泊料及び食卓料 

旅行雑費（１日につき） 宿泊料（１夜につき） 

区 分 指定都

市 

甲地方 乙地方 丙地方 指 定 都

市 

甲地方 乙地方 丙地方

食 卓
料（１
夜 に
つき）

区長 4,700

円 

3,950

円 

3,150

円

2,850

円

2 万

9,000 円

2 万

4,200 円

1 万 

9,400 円 

1 万

7,400 円

8,000

円

副 区 長

及 び 常

勤 の 監

査委員 

4,150

円 

3,500

円 

2,800

円

2,550

円

2 万

5,700 円

2 万

1,500 円

1 万 

7,200 円 

1 万

5,500 円

7,700

円

  （４） 死亡手当 

区 分 死亡手当 

区長 ８０万円 

副区長及び常勤の監査委員 ６４万円 



 （足立区教育委員会教育長の給料等に関する条例の一部改正） 

第９条 足立区教育委員会教育長の給料等に関する条例（昭和３１年足

立区条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

  第３条第２項中「日当」を「旅行雑費」に、「支度料及び旅行雑費」

を「渡航手数料及び死亡手当」に、「国家公務員等の旅費に関する法

律（昭和２５年法律第１１４号）中指定職の職務にある者」を「副区

長」に改める。 

 （足立区建築審査会条例の一部改正） 

第１０条 足立区建築審査会条例（昭和５８年足立区条例第２１号）の

一部を次のように改正する。 

  第９条第２項中「日当」を「旅行雑費」に、「中６級の職務にある

者相当額とする」を「の適用を受ける職員の例による」に改め、同条

第３項ただし書を削る。 

   付 則 

 この条例は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

 （提案理由） 

 日当の廃止等旅費に係る規定を整備する必要があるので、この条例案

を提出いたします。 

                         


